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知っておきたいお金と税金のことがよくわかる
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なかなか聞けない相続Q&A

手軽に
読める

数字でみる相続
日本公証人連合会の発表によると、平成28年の『公
正証書遺言』の作成件数が「10万5,350件」である
ことがわかりました。この件数は年々伸びており、平
成12年と比べると4万件以上増加しています。『公
正証書遺言』とは、裁判官や検察官を経験した公証

人が依頼者の意思を法律や形式の不備がないように書面化する遺言のことです。作成には手数料がかかります
が、遺言が無効になるということがありません。なお、平成28年の死亡者数は129万6,000人。それに対して『公
正証書遺言』を作成している人の割合は約8%です。今後もこの割合が増えてくれば、相続争いを防ぐきっかけに
なるかもしれません。相続・贈与について少しでも関心がある方は、お気軽にご相談ください。

10万5,350件

相続・贈与マガジン



資産安心コラム

身内だけで会社の意思決定ができ
る同族会社の場合、退職金は法人
税や相続税の節税対策に絶大な効
果を発揮します。そこで今回は、同
族会社の役員退職金をどう利用す
るかについて考えてみましょう。

　ここで扱う退職金は、同族会社の役
員に限定します。税法の規定では、原
則的に退職金は法人の経費になりま
す。但し、過大と認定された部分の退
職金は、経費とならないことになってい
ます。過大か適正額かの判定は非常に
難しいのですが、一般的に言われてい
る退職金の適正額算出方法は次のと
おりです。

　③功績倍率に関しては、業種、規模
等の諸条件によっても異なりますが、
一般的には代表取締役で2.0～3.0
程度と言われています。創業社長や特
別な功績がある役員であれば、さらに
増額できる可能性もあります。但し、実
務的には支給金額の絶対額がモノを
言います。会社の規模や同業種、同地
域の他社と比べて高額な場合は、目
立つこともあります。
　例えば、月額報酬100万円の社長
で在籍年数が20年とすると、“最終月
額報酬100万円×役員の在籍年数20
年×功績倍率3.0＝6,000万円”とな
り、これが税務上過大とされない退職
金の額と見込まれます。

　まず、役員が死亡してから払う死亡
退職金について考えてみます。

　被相続人の死亡に伴う退職金につ
いては相続税の対象になりますが、そ
の場合には非課税枠が用意されてい
ます。500万円×法定相続人の数が非
課税枠となるため、法定相続人が4人
いれば2,000万円まで非課税となりま
す。同族会社の役員であればこれを利
用しない手はありません。
　先ほどの計算式によると、死亡退職
金を増やす方法は①月額報酬を増や
す、②在籍年数を長期にする、③役職
を上げる、の主に3つです。
　①について、生前に高額な役員報
酬を受け取っていれば、それがそのま
ま被相続人の現預金という形で相続
財産を形成してしまいます。とはいって
も、ある程度の金額を支給しなければ、
上記の算式で計算した際に、一定金
額の退職金にはなりません。そのため、
②について早目に役員報酬を支払い
始めることが、得策です。場合によって
は当初は報酬額を少なく留め、漸増さ
せる方法もありますが、生前に引退し
て支払う退職金と違い、死亡退職の
場合は会社側でいつ支給するかその
時期を制御できません。

　死亡退職金の場合、それを受給す
るのは相続人です。つまり、相続人は
その受給した退職金を、相続税の納
税資金に充当できると言う事になりま
す。もし、納税資金が足りず、延納や銀
行からの借り入れで賄った場合、その
利息は何の経費にもなりません。しか
し、その同族会社に潤沢な資金があ
れば、その資金で充当できますし、潤
沢でない場合でも、会社が退職金支
給目的で銀行から借り入れをすれば、
その利息は会社の経費です。すなわち、
本来は相続人が個人的に負担すべき
納税資金を、会社に転嫁している事と
同じ効果が期待できます。
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役員退職金の適正額とは？

役員死亡後の退職金は
どうなる？

死亡退職金は相続税の
納税資金にも
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①最終月額報酬

②役員の在籍年数
×

③功績倍率
×



今からできる相続対策

事業を継がせる後継者がおらず、中
小企業の廃業が増加しています。経
済産業省の試算では、後継者不足に
悩んでいる企業は全国で“127万
社”にも上るとされています。2025
年には経営者の約半数以上が70歳
を超え、さらに高齢化が加速します。
しかし、後継者不足で廃業する中小
企業の約半数は、経常損益の黒字
を続けており、技術力も非常に高い
企業が多くあります。こういった会
社が事業承継を行う方法には、どの
ようなものがあるのでしょうか？

　事業承継には、大きく分けて以下
の3つの方法があります。
● 親族に承継させる
● 従業員に承継させる
● M&Aで売却する
　それぞれメリットとデメリットをご紹
介しましょう。
　一つ目は親族に承継する“親族内
承継”です。これは子どもや親族に事
業を継がせる方法です。
メリットとしては、
● 内外の関係者が心情的に受け入れ
やすいこと

● 後継者を早く決めれば長期の準備
期間が取れること

● 自社株や事業資産の承継も同時に
行えば所有と経営の一体的な承継
ができること
が挙げられます。
　デメリットとしては、後継者の力量の
見極めが難しいということが挙げられ
ます。早期に準備を進めたのに、後々
撤回となる事例も増えてきています。
　二つ目は“親族外承継”です。社内
へ承継する場合には番頭格の役員や
長年勤務している従業員を、社外へ
承継する場合には取引先や取引金融
機関から招聘した人物を後継者とす
る方法です。会社内外から広く後継候

補者を求めることができ、長期間勤務
している従業員に承継する場合は、内
外の理解を得やすく、経営の一貫性
も保ちやすいというメリットがあります。
デメリットとしては、会社の株式を親
族に分配している場合、親族株主の
了承を得る、または買い取って新経営
者に集中させなければ、所有と経営
が分離する可能性があります。最悪の
場合、株主と経営者との間で争いに
なることもあります。

　三つ目は社外への引き継ぎ、“M&
A”（合併、買収）です。株式譲渡や事
業譲渡などを通じて、事業承継を行う
方法になります。
メリットとしては、
● 親族や社内に適任者がいない場合、
広く外部に適任者を求めることが
できること

● 現経営者は会社を売却することに
よって利益を得る可能性があること
などがあります。
　最近では中小企業のM&Aを行う
企業が増えてきたことや、国の事業
引き継ぎ支援センターなどが全国に
設置されたことから、M&Aを選択す
る中小企業経営者が増えているそう
です。
　デメリットとしては、
● 希望条件（従業員の雇用、売却価
格等）を満たす買い手を見つける
ことが困難であること

● 創業者一族が経営から退くため、
社内外とも経営の一貫性を保つこ
とに労力を要すること
などがあります。
　できるだけ早めに専門家に相談し
準備を始め、企業価値を維持するこ
とが重要になります。いずれの方法を
選ぶにしても、事業承継の期間として
5年から10年ぐらいの準備期間を見
て、早めに動くことが大切です。
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事業承継の3つの方法

経営者も利益を手にできる
M&Aという方法



なかなか聞けない相続Q&A
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亡くなった父の連帯保証債務が発覚した場合、
その支払いをなくす方法は？

2カ月前に父が亡くなり
ました。相続人は私（長

女）と兄（長男）のみです。父の遺
産を調べたところ、評価額が
5,000万円の自宅兼工場と預貯
金が200万円ありました。兄は父
の仕事を継ぐので、自宅兼工場は
兄が相続し、その代わり私には預
貯金の200万円を渡したいという
電話での相談がありました。とこ
ろが、父の死から1カ月後に兄か
ら、父の連帯保証債務が2,000
万円あり、半分の1,000万円を負
担して欲しいと連絡が来ました。
そんなお金はありません。どうし
たらよいでしょうか？

相続放棄を選択しましょ
う。

　相続開始から3カ月以内であれ
ば、相続放棄が申立てられます。
相続放棄の申述を家庭裁判所に
申し立てましょう。相続放棄が認
められれば、最初から相続人では
なかったことになり、連帯保証債

Q

A

務を相続する必要がなくなります。
　また、亡くなった人の借金の連
帯保証人など、債務の存在が相
続後にわかることもあります。債務
の存在を知った日（返済の請求が
来た日）から3カ月以内であれば、
相続放棄が認められることもあり
ます。
　ただし、以下のように、自分の利
益を得るための行為をした場合
は、遺産を相続すると単純承認し
たとみなされて、相続放棄が認め
られない可能性があります。
①不動産や動産（商品や自動車
など）の遺産を売却する行為
②遺産分割協議への参加や遺産
分割協議書への押印
③不動産の相続登記など相続財
産の名義変更
④預貯金を引き出し、消費するな
どの行為
　なお、亡くなった人の税金の滞
納分を支払う、葬儀にかかった費
用を清算するなどの行為で財産を
処分するのであれば問題はない

と考えられています。事例の場合
は遺産分割協議に参加したかど
うかが重要な問題になります。電
話での相談が遺産分割協議に相
当するかどうかは、専門家に判断
してもらう必要があります。しかし、
実際に相続財産の預貯金を引き
出しているわけではありませんの
で、相続放棄が受理される可能
性は高いと考えられます。専門家
に事情を説明して家庭裁判所に
提出する申述書を作成してもらい
ましょう。
　親が事業をやっていて、どこか
に債務があるかもしれないと疑わ
れる時や財産の全貌がわからな
いという時があるかもしれません。
その場合、相続放棄を選ぶか、ま
たは相続分がマイナスにならない
程度に遺産を相続する限定承認
を選ぶことが良いでしょう。どちら
も選ばずに、そのままにしていて、
相続開始から3カ月を過ぎると単
純承認をしたとみなされてしまう
ので注意が必要です。
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